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第Ⅱ章 都市計画マスタープラン策定にあたっての課題 

 

本市の現状及び社会経済動向から，都市計画マスタープラン策定にあたっての課題を以下のように設

定します。  

 

■課題－１ 都市計画制度 

 本市の都市計画は，昭和 41 年に近郊整備地帯に指定され，その際に決定された区域区分や都市施

設が基本となっていますが，人口減少や高齢化，圏央道供用後の活発な民間事業者の動向，災害に関

する法規制等を考慮しながら，都市計画制度の効果的活用に向けたあり方を検討する必要があります。 

 ◆常総市及び周辺自治体の区域区分の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆常総市における開発許可の状況       ◆住宅着工件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・都市計画制度の活用方針の設定 

（地区計画の活用，用途地域の変更，市街化区域の拡大，都市施設の見直し等） 

   ・市街化区域内での土地利用更新（空き家・空き地，公共施設等の更新） 

   ・産業系土地利用の増加に対応した住居系土地利用（受け皿）の確保 

   ・市街化調整区域における土地利用誘導（地区計画，区域指定） 

   ・民間事業者の連携によるまちづくりの推進  

都市計画区域

面積

市街化調整区域

(白地)面積

市街化区域

(用途地域)

面積

市街化区域

(用途地域)

人口(H27)

市街化区域人口/市

街化区域面積

常総市 12,352 11,630 722 20,478 28.4 5.8%

うち水海道 7,968 7,444 524 15,753 30.1 6.6%

うち石下 4,384 4,186 198 4,725 23.9 4.5%

つくば市 28,407 23,060 5,347 126,934 23.7 18.8%

つくばみらい市 7,914 7,109 805 27,256 33.9 10.2%

守谷市 3,563 2,578 985 53,118 53.9 27.6%

坂東市 12,303 11,549 754 14,487 19.2 6.1%

下妻市 8,088 7,521 567 10,249 18.1 7.0%

八千代町 5,899 5,755 144 1,922 13.3 2.4%

区域区分

市街化区域面積/都

市計画区域面積
市町村名

人口

非線引き都市計画区域

都市計画区域

面積

(ha)

市街化調整区域

(白地)面積

(ha)

市街化区域

(用途地域)面積

(ha)

市街化区域

(用途地域)人口

(人)

市街化区域人口/市

街化区域面積

(人／ha)

常総市 12,352 11,630 722 20,478 28.4 5.8

うち水海道 7,968 7,444 524 15,753 30.1 6.6

うち石下 4,384 4,186 198 4,725 23.9 4.5

つくば市 28,407 23,060 5,347 126,934 23.7 18.8

つくばみらい市 7,914 7,109 805 27,256 33.9 10.2

守谷市 3,563 2,578 985 53,118 53.9 27.6

坂東市 12,303 11,549 754 14,487 19.2 6.1

下妻市 8,088 7,521 567 10,249 18.1 7.0

八千代町 5,899 5,755 144 1,922 13.3 2.4

区域区分
市街化区域面積/都

市計画区域面積

(％)

市町村名

人口(H27)

資料）茨城の土地 

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

H31

年度

R2

年度

R3

年度

50 42 44 40 42 32 37 48 44 39

市街化区域 6 0 3 1 4 0 0 0 2 1

市街化調整区域 42 40 40 37 36 29 31 47 41 36

うち 11号 5 10 2 7 1 3 5 6 10 5

12号 29 25 27 25 30 21 16 30 26 26

その他 8 5 11 5 5 5 10 11 5 5

非線引き 2 2 1 2 2 3 6 1 1 2

区　　分

(単位：件)

資料）茨城の土地 

1,967 1,930
1,794 1,908
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資料）住宅着工統計 
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■課題－２ 情報技術 

 

 本市では，ＡＩまちづくりに取り組んでいます。まちづくりへの情報技術の導入・活用においては，

移動空間となる道路やオープンスペースの計画的な配置，整備が望まれることから，情報技術（ＩＣ

Ｔ）やＡＩ（人工知能）の積極的な活用を支える都市環境づくりとともに，これらを備えることによ

るまちの魅力づけなどに取り組む必要があります。 

 

◆常総市から始めるＡＩまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・情報技術活用を支援する都市基盤の整備 

   ・ＡＩ活用による都市環境の付加価値づけ（移動や配送支援，基盤整備済み区域の魅力向上） 

   ・ＩＣＴを活用したインフラの管理 

  

〇「ＡＩモビリティパーク紫峰」を拠点に，

２つのマイクロモビリティの技術実証。 

〇水海道あすなろの里及びアグリサイエンス

バレー等の実際に人が集まる場所で技術実

証実験を実施。 

出典）常総市ＨＰ 
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■課題－３ 日常生活圏 

 

人口減少や少子高齢化の進行により，身近な生活環境も大きく変化しており，本市においても小中

学校適正配置や地域共生社会の実現など，新たな地域のあり方が求められるようになることから，関

連分野との連携を図りながら，人口減少や少子高齢化に対応した日常生活圏における身近な生活拠点

の形成を促進する必要があります。 

 

◆市内小中学校の統合計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・既存集積や集落を活用した拠点づくり 

（拠点機能の設定，区域指定制度の活用，関連分野との連携） 

   ・拠点エリアの位置づけ 

   ・公共施設跡地利用との整合（小中学校） 

  

資料）常総市立小中学校適正配置実施計画 

出典）常総市ＨＰ 
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■課題－４ 集約型まちづくり（コンパクトシティの形成） 

 

本市では，令和３年に立地適正化計画を策定し，まちのコンパクト化の誘導と集積の維持，想定さ

れる災害を踏まえ，都市機能誘導区域，居住誘導区域が定められています。そのため，既成市街地の

再生や持続可能なまちづくりに向けた取り組みを強化する必要があります。 

このような中で既成市街地においては，空き家，空き店舗，空き地などの増加とともに，公共施設

の老朽化も進んでおり，土地利用更新の促進に向けた取り組みを強化する必要があります。 

また，移住・定住施策や産業施設の立地による就業者への対応も必要となっていますが，既成市街

地が位置する鬼怒川以東の大部分が浸水想定区域となっていることから，このような施策との連携や

災害リスクとの共生についても検討が必要です。 

 

◆居住誘導区域         ◆居住誘導区域内の浸水想定区域  ◆都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・既成市街地の賑わい創出（都市機能集積の活用，既存施設のリノベーション） 

  ・市街地空洞化への対応（空き家，空き地の利活用促進，土地利用更新） 

  ・持続可能なまちづくり（環境共生，都市経営コスト，カーボンニュートラル） 

  ・移住・定住施策との連携，産業系土地利用と連携した受け皿づくり 

  ・河川（水（災）害リスク）と共存できるまちづくり 

    ※災害リスクを許容する考え方の整理 

  

出典）常総市立地適正化計画 
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■課題－５ 都市ネットワーク 

◆都市計画道路網 

 コンパクトシティの実現に向けては，生活拠点の形成と

合わせ，拠点を連携するネットワークの構築が不可欠です。

ネットワークについては，全ての市民の移動円滑化を確保

するため，自動車交通の他，鉄道や路線バスといった公共

交通といった交通モードのあり方とともに，情報技術を活

用した利便性・効率性の向上といったテーマに取り組む必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆目指す公共交通ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・拠点連携の推進（公共交通の維持・再編，ＡＩ活用） 

  ・都市計画道路ネットワークの再構築（将来都市像，土地利用計画，拠点形成との整合） 

  ・南北軸の形成（鬼怒川ふれあい道路） 

  ・公共交通による移動円滑化の確保（鉄道の活用，路線バスの活用，ラストワンマイル対策） 

出典）常総市公共交通計画 
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■課題－６ 産業環境 

 

 圏央道の供用に伴い，産業系土地利用の需要が拡大しています。そのため，既存の営農環境との調

和を図りながら，大規模開発の適切な誘導を図る必要があり，産業用地創出地区を設定し検討を行っ

ています。さらに，道の駅の開業を契機として，自然や歴史などの地域資源を生かした観光・交流の

振興も求められます。 

 

◆既存産業集積エリア               ◆産業用地創出地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・大規模開発の適切な誘導（居住環境や営農環境との調和） 

  ・農業振興施策との調和の確保（農業振興との調和，後継者不足による影響） 

  ・自然環境との調和（自然環境保全，太陽光発電のあり方） 

  ・観光・交流の推進 
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■課題－７ 都市機能 

◆誘導施設の設定（立地適正化計画）    

 働き方や家族構成の変化などを背景に，

ライフスタイルの多様化が進んでいます。

特に若年層においては，共働き世帯が増加

する中で，保育や教育を含めた子育てにお

ける環境や利便性に対する関心も高くな

っていることから，このような世代のニー

ズに対応したまちの環境を具体化する必

要があります。さらに，引き続き高齢化も

進行することから，若い世代のニーズとの

調和を図りながら，健康づくりや医療機能

の充実に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  ◆目指す骨格構造 

    （立地適正化計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・移住・定住施策との連携（居住地の確保） 

・子育ての利便性を確保するまちづくり 

・学校適正配置や教育ニーズの変化に対応したまちづくり 

・世帯構成の変化，働き方や就業意識の変化に対応したまちづくり（ワンストップ） 

・高齢化に対応したまちづくり 

  

都
市
機
能
誘
導
区
域 
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２．都市づくりの理念・基本方針 

 

（１）都市づくりの方向性 

 

人口減少や少子高齢化，カーボンニュートラルなどを背景に，コンパクトで持続可能なまちづく

りを推進する施策の重要性が高まっています。また，本市では，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨に

よる浸水被害等を経験し，災害リスクとの共存がより一層求められています。持続可能な都市づく

りのために，今後の市街地整備においては，立地適正化計画で示す既成市街地の維持とともに，災

害リスクの少ない地域での市街地形成についても検討する必要が生じています。 

本市は概ね平坦な地形であることから，市全域が生活の場となってきました。さらに，周辺に立

地する拠点性の高い都市と道路網や鉄道網により接続されていることから，生活圏は，周辺都市と

一体になった構造となっています。 

 

図－周辺都市との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水海道地区では，区域区分に基づき「市街化区域」と「市街化調整区域」を指定し，都市機能を

市街化区域に集積してきました。一方で，石下地区では，区域区分のない都市計画区域であること

から，「用途地域」の指定のない「白地地域」においても，自動車の利用を中心とした生活様式を背

景に，日常生活を支える都市機能の分散が進んでおり，地域における拠点の形成が課題となってい

ます。 

 

以上のような状況から，本計画では本市における居住の場や生活圏域，都市機能の立地のあり方

を検討します。そのうえで持続可能なまちづくりを進めるため，日常生活の利便性を確保する拠点

の維持や誘導を進め，その機能や魅力を高める施策を展開します。さらに各拠点と生活空間とを連

携するため，公共交通ネットワークの充実やＡＩ等の活用により，市民にとって利便性の高い生活

環境の形成を目指します。 

また，広域生活圏においては，周辺都市と一体性のある生活圏域の維持・形成を図ります。 
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図－本計画が目指す都市づくりの方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，圏央道の供用を契機として，市内での民間事業者の動向が活発化し，このような民間の動

きを生かしたまちづくりの機会になっています。そのため，これらを将来に向けた活力の源泉とし

て活用するため，土地利用規制や開発，民間事業者と連携したまちづくりのあり方を示す必要があ

ります。また，圏央道沿線地域は，首都圏外縁地域であり，都市環境と農村環境が共生する地域づ

くりの可能性を有していることを考慮する必要もあります。 

 

本計画においては，生活環境の形成や都市機能を適正に誘導するため，都市計画の基本となる土

地利用規制については，「市街化区域」と「市街化調整区域」，「用途地域」と「白地地域」という，

４つが存在することを前提として，それぞれの現状や課題，特性を考慮した土地利用方針を示す必

要があります。 

また，交通ネットワークの形成については，既存のネットワークの検証を行いつつ，常総ＩＣの

供用や鬼怒川西部での産業機能の集積，さらには，ＡＩまちづくりの取り組みを含めたネットワー

クの構築を目指します。 

このような土地利用と交通ネットワーク

の形成により，生活の場が分散し，生活圏

が周辺と一体化しているという特性を踏ま

えつつ，人口減少や高齢化，さらに，国際的

にも取り組みが進められている「SDGs（持

続可能な開発目標）」の達成についても配慮

した，集約型のまちづくりを目指します。  

図－SDGs の 17 の目標 
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（２）都市づくりの理念 

 

 都市づくりの方向性を踏まえ，「集約化」，「持続可能性」を踏まえたコンパクトなまちづくりを基

本的な方向性としつつ，本計画においては，つくば市をはじめとするＴＸ沿線地域に隣接し，首都

圏外縁の圏央道軸に位置するという立地特性を最大限活用し，民間事業者の活動，都市と自然が共

存する地域という特性を活かします。 

 このようなまちづくりを進めることにより，国全体で人口が減少する中で，人や企業から選ばれ

る都市を目指し，「コンパクトで可能性のある都市づくり」を指向することとし，都市づくりの理念

を次のように設定します。 

 

    【都市づくりの理念】 

未来を共有し，人や企業が創造を続けるまちづくり 

 

 人口減少や少子高齢化などの社会動向，自然災害などと共存できる環境づくりに対し，

集約化・持続可能性という視点を持ちながら，首都圏外縁の都市的要素と田園的要素を活

用します。そして，市民や企業が，「常総」で活動することに希望を感じ，常総市の未来を

共有することで，次世代に向けた都市を創造するまちづくりを進めます。 

 

図－都市づくりの理念の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【基本方針】 

 

■基本方針－１ 持続可能なまちづくりを実現するための都市計画の再構築 

■基本方針－２ 首都圏外縁という特性を生かした都市環境の形成 

■基本方針－３ 変化する市民生活に寄り添う都市基盤と機能の充実 

■基本方針－４ 周辺との関係性，市民との対話を意識した都市計画の推進  
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（３）基本方針 

 

■基本方針－１ 持続可能なまちづくりを実現するための都市計画の再構築 

 今後の都市づくりにおける基本として，持続可能なまちづくりを掲げ，それを実現するための

都市計画の再構築を進めます。持続可能なまちづくりを進めるうえでは，単に，人口減少に対応

した集約化を進めるのではなく，未来への地域の継承，本市のポテンシャル活用という視点を持

った都市計画を再構築します。 

 

 【主な取り組み】 

・市街地整備（既成市街地の再生，住居系市街地の拠点形成）の検討 

・スポンジ化（空家）への対応 

・産業系土地利用の誘導 

・住居系市街地の確保 

・交通ネットワークの再構築 

・災害リスクとの共生 

・民間事業者との連携によるまちづくりの推進 

・都市経営コストの適正化 

 

■基本方針－２ 首都圏外縁という特性を生かした都市環境の形成 

首都圏約 50km に位置し，都市的要素と農業的要素が共生するエリアとしての特性を活用し，

都市環境と農業・農村環境，自然環境が調和した都市環境の形成を目指します。 

特に，本市においては，道の駅の開業を契機として，新たな交流や体験の創造を目指し，暮ら

し方や住まい方においても，多様なニーズに対応できる都市環境を形成します。 

 

【主な取り組み】 

・相互に調和した都市と農村の環境づくり（区域指定制度，白地地域の誘導） 

・体験や交流を育むアウトドアシティの形成（自然環境：あすなろの里，吉野公園活用） 

・道の駅を活用した交流の推進 

 

■基本方針－３ 変化する市民生活に寄り添う都市基盤と機能の充実 

 現在，教育施設の適正化，ＡＩを活用したまちづくりなど，これからの市民生活において新た

なインパクトとなる取り組みが進められ，これからの市民生活も変化することが考えられます。

そのため，このような市民生活の舞台となる都市基盤については，これまでのストックの活用を

意識しつつ，公民連携で新たな設えを行うことより，市民生活に寄り添うことができる機能を充

足します。 

 

【主な取り組み】 

・コミュニティ（学校区再編）との連携 

 ・暮らしの拠点の形成  
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（教育，健康，福祉などとの連携も意識した地域生活支援機能の配置） 

・情報技術やＡＩを活用したまちづくりの推進 

・都市基盤と情報技術が連携した居住環境の創造（区画整理区域の価値づけ） 

 

■基本方針－４ 周辺との関係性，市民との対話を意識した都市計画の推進 

 市民生活や企業活動が広域化する中で，都市計画の策定や推進においては，常総市の主観的視

点だけでなく，生活や通勤・通学における動きをはじめとして，常総市を取り巻く要素に対する

理解と対話を意識する必要があります。そのため，周辺地域との関係性やまちづくりの担い手と

なる市民・事業者との関係づくりを意識したまちづくりを進めます。 

 

【主な取り組み】 

・生活行動圏域の広域化に対応した周辺地域との一体性の確保 

・首都圏からの利便性向上（鉄道駅の拠点機能強化，公共交通の活用） 

・市民とともに創るまちづくり（市民協働） 
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第Ⅲ章 将来都市構造 

 

１．本市が目指す都市構造 

 

（１）既存拠点への集積と将来に向けた可能性を受容する都市づくり 

前章で示した，都市づくりの理念及び基本方針を踏まえ，本計画においては，人口減少，少子高

齢化に対応するための「既存拠点への集積」によるコンパクトで利便性の高いまちづくりを進める

とともに，首都圏外縁に位置するというポテンシャルを生かした「将来に向けた可能性を受容でき

る都市づくり」を具体化します。 

 

 既存拠点への集積 将来に向けた可能性を受容する都市づくり 

エリア 

□市街化区域 

□用途地域 

□常総ＩＣ周辺 

□産業系市街地(地区計画区域含む) 

□鬼怒川西部(災害リスクの低い区域) 

考え方 

○立地適正化計画に基づき，都市機能や

居住の集約化や利便性の確保を図り

ます。 

〇都市再生整備計画による補助事業を

活用した既存拠点の再整備や地方創

生に向けた事業等に取り組み，市街地

の活性化を図ります。 

○ＴＸや圏央道，鬼怒川ふれあい道路（西幹

線）等の交通網を生かし，産業系機能の導入

を図ります。 

○周辺地域での生活支援，移住・定住の受け皿

づくりなど，将来に向けた新たな土地利用

を検討します。 

対象 

地区 

□水海道市街地 

□豊岡市街地 

□中妻市街地 

□石下市街地 

□きぬの里市街地 

□アグリサイエンスバレー(ＡＳＶ)周辺 

□三妻駅周辺 

□既存工業団地周辺 

□鬼怒川ふれあい道路(西幹線)沿道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【鬼怒川東部】 

○リスクコミュニケーションを含めた

防災・減災対策を図りながら，生活環

境や産業環境確保のため，既成市街地

の再生，拠点形成を図ります。 

○既成市街地では，既存ストック（公共

施設，公共空間，跡地利用等）を活か

したリノベーションまちづくりを進

めます。 

○また，ＡＩを活用したモビリティによ

り，分散する市街地や拠点の連携確

保，市街地内のマイクロモビリティの

技術実証実験と連携した既存のイン

フラの更新に取り組み，既成市街地に

生活空間としての新しい価値を付加

します。 

【鬼怒川西部】 

○鬼怒川ふれあい道路（西幹線）の整備

を目指し，沿道において，既存の産業

集積地を活かした拠点形成や，市街地

周辺での新しい機能導入を進めるこ

とにより，拠点性の向上を目指しま

す。 
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（２）本市が目指す都市構造実現のシナリオ 

  

 本市が目指す都市構造の実現に向けては，行政と民間事業者による取り組みの連携が不可欠で

あり，現在の動向を踏まえ，目標年次とする 2040 年（令和 22 年）に向けて，次のようなシナリ

オを想定します。 

 

■現在（2023年）■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□アグリサイエンスバレー地区への施設

立地が進んでいる。 

□ＡＩまちづくりの技術実証実験（施設内

実施段階）が行われ，アグリサイエンス

バレー地区での技術実証実験に向け，協

議が進められている。 

  （2030 年に知能化モビリティの実用

化） 

□民間事業者による開発が具体化しつつ

ある。 

（坂手，内守谷工業団地周辺等） 

知能化モビリティによる連携

住居系市街地

産業系市街地

複合系市街地

レクリエーションエリア

住居系 ( 拡張 )

産業系 (拡張 )

複合系 ( 拡張 )

生活拠点

現在の都市構造 
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■2030年のシナリオ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指す都市構造 

□水海道市街地・石下市街地の再整備 

 ・（例）都市再生整備計画事業等を活用したインフラ整備及び市

街地の活性化 

□三妻駅周辺整備 

 ・交通結節機能，住居系市街地 

(就業者の居住促進) 

□知能化モビリティによる連携 

・三妻駅とアグリサイエンスバレー地区の連携 

・水海道，石下市街地内における回遊性の確保 

・あすなろの里などレクリエーションエリアへの導入 

□坂手工業団地，内守谷工業団地周辺への産業用地の拡張 

□鬼怒川ふれあい道路（西幹線）整備 

必要な取組み 
 

□三妻駅周辺とアグリサイエンスバレー地

区が知能化モビリティで連携され、市街

地形成が進んでいます。 

□水海道市街地、石下市街地などでは、市街

地の再整備とあわせて知能化モビリティ

による回遊性向上が進んでいます。 

□坂手工業団地周辺、内守谷工業団地周辺

の産業用地の拡張が進んでいます。 

目指す状態 
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■2040年のシナリオ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

目指す都市構造 

□アグリサイエンスバレー地区周辺への機能集積 

・農業の高付加価値化等を支援する複合系市街地の拡張 

□大生郷工業団地周辺 

・圏央道スマートＩＣの設置及び西幹線との連携を活かした産

業集積 

□豊岡市街地周辺での住居系市街地の拡張 

 ・鬼怒川ふれあい道路（西幹線）の整備を背景に，区域指定集

落を含む区域での住居系市街地形成 

□知能化モビリティによる市街地，生活拠点間の連携 

必要な取組み 
 

□アグリサイエンスバレー地区周辺での複

合系土地利用の拡張が進んでいます。 

□圏央道スマートＩＣの設置により、大生

郷工業団地周辺での産業用地の拡張が進

んでいます。 

□知能化モビリティにより市街地間が連携

されています。 

目指す状態 
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（３）将来人口の見込み 

 

①都市全体の将来人口 

 第２期常総市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略においては，人口目標を，2060 年

（令和 42 年）の国勢調査で 45,000 人を維持するとしています。この推計においては，本計画の

目標年次である 2040 年（令和 22 年）に見込まれる人口は 52,327 人で，令和２年国勢調査の人

口（60,834 人）と比較すると，約 8,500 人減少すると考えられます。 

 

表－第２期常総市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略における目標人口と推計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）第２期常総市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略 

 

②市街化区域（用途地域）人口 

 市街化区域（用途地域）は，都市計画区域（行政区域）の 5.6％となっています。人口は平成 27

年の国勢調査で 20,478 人，人口密度は 29.8 人／ha，本市の人口の 33.3％が居住しています。 

 

表－市街化区域（用途地域）人口（平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

資料）国勢調査（平成 27 年）  

都市計画区域

面積(ha)

市街化調整区域

(白地)面積

(ha)

市街化区域

(用途地域)

面積(ha)

市街化区域

/都市計画区域

行政区域

(ha)

市街化区域

(用途地域)

人口(人)

人口密度

(人／ha)

市街化区域(用

途地域)/行政区

域

常総市 12,352 11,630 688 5.6% 61,483 20,478 29.8 33.3%

うち水海道 7,968 7,444 490 6.1% － 15,753 32.1 －

うち石下 4,384 4,186 198 4.5% － 4,725 23.9 －

市町村名

区域区分 人口
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③居住誘導区域人口 

 常総市立地適正化計画においては，市街化区域（用途地域）の 61.3％に相当する 351.2ha が指

定されており，全体の人口は 9,222 人（総人口の約 15％），人口密度は 26.3 人／ha となってい

ます。 

表－居住誘導区域における人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）常総市立地適正化計画  
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２．市街地・拠点の考え方 

 

  前項の都市構造を構成する市街地や拠点形成の方向性を以下の通りとします。なお，市街地や拠点

形成においては，常総市立地適正化計画や，現在取り組んでいる教育施設や公共施設の適正化との整

合を図りながら位置づけます。 

 

２－１．既存の集積を活用する市街地・拠点 

  立地適正化計画において居住誘導区域又は都市機能誘導が指定されている市街化区域や用途地域

の他，市街化調整区域において地区計画が定められている区域等を位置づけます。 

 

（１）住居系・複合系 

市街地・拠点 市街地や拠点形成の方向性 

水海道市街地 ○水海道駅や市庁舎を中心に，都市機能の集約化，既存ストックや公共施設跡

地の活用に取り組みます。また，このような拠点を連携するため，マイクロ

モビリティの社会実装を目指すとともに，都市再生整備計画を活用し，歩い

て暮らせるまちづくりを目指します。  

〇都市機能の集約化と連携し，市街地内の空き家・空き地を利活用することに

より，居住の場としての魅力向上を目指します。 

○国道 354 号については，令和９年度の水海道有料道路の無料化に伴い，将

来的に通過交通の減少が想定されることから，国道 354 号を含めた市街地

内の幹線道路については，歩行者や自転車，マイクロモビリティに配慮した

道路としての再整備を進めます。 

石下市街地 ○石下駅周辺における交通結節機能の充実に取り組むとともに，石下駅中沼

線沿道でのまちづくりを推進します。 

〇基盤整備された区画整理施行地区では，石下駅と石下庁舎周辺（東部拠点）

の連携の強化に向け，マイクロモビリティの社会実装による移動円滑化の

確保など，居住空間としての魅力向上を目指します。 

豊岡市街地 ○現在の国道 354 号について，歩行者や自転車，マイクロモビリティに配慮

した道路としての再整備を進め，水海道市街地との連携を図る機能の明確

化を図ります。 

中妻市街地 ○県道谷和原筑西線沿道において，商業・業務系施設の空洞化が進んでいるこ

とから，県道谷和原筑西線へのＡＩを活用したモビリティ，グリーンスロー

モビリティの導入を推進し，沿道において居住系への土地利用転換を促進

します。 

きぬの里地区 ○計画的に整備された市街地であることから，市街地環境，都市機能の維持を

図ります。 

ＡＳＶ地区 ○道の駅を基点として，地区内に立地する民間事業者や周辺の農業機能等と

連携したまちづくりを継続するため，エリアマネジメントのあり方につい

て検討します。 

○地区へのアクセス向上を目指し，ＡＩを活用したモビリティ，グリーンスロ

ーモビリティの導入により，三妻駅，吉野公園との連携確保に取り組みま

す。 
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（２）産業系 

市街地・拠点 市街地や拠点形成の方向性 

大 生 郷 工 業 団 地

及び周辺地区 

○市街化区域となっている大生郷工業団地については，近接する花島工業団

地（地区計画）とともに，既存の操業環境を維持します。 

内 守 谷 工 業 団 地

及び周辺地区 

○地区計画が決定されている内守谷工業団地と，北部に隣接する内守谷工業

団地北部地区を中心として産業系土地利用の維持を図ります。 

坂 手 工 業 団 地 及

び周辺地区 

○坂手工業団地地区計画区域における産業系土地利用の維持を図るととも

に，就業者や周辺地域の生活支援サービス機能の誘導を図ります。 

鴻野山・岡田・古

間木地区 

○白地地域ですが，既に多くの産業施設が立地する地区となっていることか

ら，周辺環境との調和に留意しつつ，操業環境の維持に努めます。 

 

 

２－２．新たな集積を誘導する地区 

拠点形成が進んでいるＡＳＶ及び常総ＩＣ周辺や鬼怒川ふれあい道路沿道等において，産業系や産

業機能集積に伴う人口の受け皿を確保するための拠点形成を位置づけます。 

 

 （１）住居系・複合系 

市街地・拠点 市街地や拠点形成の方向性 

三妻・常総ＩＣ周

辺地区 

三妻駅周辺 ○ＡＩを活用したモビリティにより，ＡＳＶ地区，吉野公園

との連携確保を図りつつ，三妻駅での交通結節機能の整

備，就業者の受け皿となる住居系機能を有する市街地形成

を図ります。 

常総ＩＣ周辺 ○ＡＳＶの整備効果を背景に，ＩＣや農業を生かしたまちづ

くりを推進するため，ＩＣを生かした産業や，農業的機能

等を含む複合的なまちづくりについて検討します。 

中妻南部地区 ○関東鉄道常総線沿線に位置し，鉄道の利便性確保が可能であることから，水

海道市街地，中妻市街地と一体となった市街地形成を目指します。 

水海道駅南地区 ○国道 294 号による交通利便性を生かし，商業・業務系，産業系施設の誘導

を促進します。 

豊岡西部地区 ○豊岡市街地と区域指定エリアの一体性を確保しつつ，鬼怒川西部での生活

支援拠点の誘導，宅地需要の受け皿として整備します。 

豊岡北部地区 ○斎場や区域指定エリアの土地利用を鑑みながら，長期的な視点での住居系

市街地形成について検討します。 

石下駅北部地区 ○国道 294 号の利便性を活用した機能集積について検討します。 

南石下駅周辺地区  ○アグリサイエンスバレー地区に近接しており，新たな就業者の受け皿とし

て，計画的な誘導を検討します。 
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 （２）産業系 

市街地・拠点 市街地や拠点形成の方向性 

大 生 郷 工 業 団 地

周辺地区 

○市街化調整区域に隣接して産業系施設が立地することから，鬼怒川ふれあ

い道路（西幹線）の整備や圏央道スマート IC の設置検討と合わせ，大生郷

工業団地の周辺での産業系土地利用を推進します。 

内 守 谷 工 業 団 地

周辺地区 

○谷和原インターチェンジからの近接性，鬼怒川ふれあい道路（西幹線）沿道

というポテンシャルを生かし，内守谷工業団地東部及ぶ北東部を含む周辺

地区での整備を推進します。 

坂 手 工 業 団 地 周

辺地区 

○既存の坂手工業団地を中心として，坂手工業団地東部及び北東部での産業

系土地利用を推進します。 

 

 

３．交通ネットワークの考え方 

 

 交通ネットワークについては，自動車交通を主要な交通手段としつつ，高齢化や情報技術の活

用，カーボンニュートラルの実現等の社会動向を鑑み，公共交通やＡＩを活用したモビリティによ

るネットワーク形成を目指します。 

 

（１）道路ネットワーク 

①都市幹線ネットワーク軸 

南北系のネットワークとして，鬼怒川東部での国道 294 号に加え，鬼怒川西部において鬼怒

川ふれあい道路（西幹線）の整備を位置づけます。東西系のネットワークとして，国道 354

号，県道土浦境線，県道つくば野田線を位置づけ，通過交通の処理，市街地や拠点への広域か

らのアクセスを確保します。 

 

②都市内拠点連携軸                   図－都市内拠点連携軸のイメージ 

都市幹線ネットワーク軸と並行する県道や市道を活用

し，ＡＩを活用したモビリティやグリーンスローモビリテ

ィを収容できる道路機能を確保します。都市内拠点連携軸

については，新しい交通モードの導入を想定することか

ら，自動車に加えこれらを収容できる道路環境の整備につ

いて検討します。 
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（２）公共交通 

 関東鉄道常総線，路線バス，グリーンスローモビリティを位置づけ，各交通モードの利便性向

上，交通結節機能の充実によりネットワーク強化を図ります。さらに，「常総市地域公共交通計

画」に基づき，コミュニティバスの導入により，移動円滑化を確保します。また，常総線各駅に

ついては，交通結節機能の充実を図ります。 

 

（３）ＡＩを活用したモビリティ 

 自動車交通，公共交通とともに，新しい移動を確保するため，技術実証に取り組んでいるＡＩを

活用したモビリティの導入を想定します。 

 

【参考－公共交通ネットワーク（案）】 
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第Ⅳ章 分野別方針 

 

Ⅳ－１ 分野別方針の構成 

 

 将来都市構造を実現するため，都市計画の各分野における方針を策定します。 

 本計画においては，基本方針で定めた土地利用誘導や都市施設に関する都市計画の方針や都市計

画を巡る環境変化等を踏まえ，都市計画のベースとなる「都市計画制度の活用方針」を策定し，こ

れを踏まえ「土地利用」及び「都市施設等」，「都市環境」，「都市機能」といった都市を構成する要

素に関する方針により分野別方針を構成します。 

さらに，都市が土地利用規制や施設計画だけでなく，人々や事業者の活動により構成されること

を踏まえ，これらの活動に注目して民間事業者の活用やソフト面の施策も含めた「活力と賑わいの

創出に向けたまちづくり」に関する事項を策定します。 

 

  図－分野別方針の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ－２ 分野別方針 

 

Ⅳ－２－１ 都市計画制度の活用方針 

 

１．都市計画区域 

○都市計画区域については，現在の水海道都市計画区域（線引き）と石下都市計画区域（非線引

き）を基本とします。 

 

２．区域区分 

○区域区分制度については，現在の制度を維持しますが，産業系土地利用の増加による宅地や居

住地確保の需要に対応するため，市街化区域の拡大を検討するとともに，線引きと非線引きの

都市計画が共存する都市として，区域区分制度のあり方についても研究を行います。 

 

 

土地利用に 
関する方針 

都市施設等に 
関する方針 

都市計画制度の活用方針 

都市環境に 
関する方針 

都市機能に 
関する方針 

「活力と賑わいの創出に向けたまちづくり」に関する方針 

都市計画のベース 

  

  



24 

表－本市の区域区分の概要 

都市計画区域 区域区分 例 

水海道都市計画 線引き 市街化区域 水海道，中妻，内守谷等の市街地 

ＡＳＶ地区 

大生郷工業団地 

市街化調整区域 上記以外の地区 

石下都市計画 非線引き 用途地域 石下市街地 

白地地域 上記以外の地区 

 

３．地域地区 

○地域地区制度については，土地利用や建築物の適切な誘導を図る制度として，引き続き適切な

運用に努めるとともに，幹線道路の整備や市街地環境の変化，拠点機能の形成等に対応した変

更を行います。なお，中心市街地については，従来の基幹的な機能であった商業・業務機能の

動向を考慮するとともに，人口や年齢構成の推移，駅周辺における暮らしの場としてのニーズ

等，コンパクトシティの形成に向けた変更についても検討します。 

 

４．都市施設 

○既存の都市施設については，人口減少や高齢化，公共施設の維持コストの適正化等を考慮し，

当該施設の必要性について検証するとともに，必要に応じて廃止や変更を進めるとともに，施

設の長寿命化に取り組みます。 

○都市施設のうち，都市計画道路については，アグリサイエンスバレー地区における施設の開業

や，鬼怒川西部地区での産業機能の集積が進んでいることから，従来から構想が位置づけられ

ていた鬼怒川ふれあい道路（西幹線）の具体化に取り組むとともに，市街地や産業拠点に対応

したネットワーク形成を図ります。 

 

５．地区計画 

○市街化区域のうち，未利用地や低利用地となっている地区，面的整備が行われる地区について，

将来的なまちの姿や公共施設整備のあり方を示すため，地区計画の活用を検討します。 

○市街化区域のうち，既に市街地が形成されている地区については，市街地環境の維持，公共施

設の整備を促進するための制度として活用を検討します。 

○市街化調整区域においては，集落環境や機能の維持や産業系施設の誘導等を図るための制度と

して活用します。 

 

６．その他 

○市街化区域の基盤施設の整備・更新を図るため，市街地整備事業の活用を図る他，立地適正化

計画による各種制度を活用します。  



25 

 

Ⅳ－２－２ 土地利用に関する方針 

 

１．既成市街地における土地利用及び整備の方針 

○既成市街地については，災害リスクを考慮しながら，暮らしの場としての魅力を高めるため，

ＡＩを活用したモビリティの導入，空き家・空き地などの利活用促進，土地利用更新の促進，

拠点機能の充実・強化に取り組みます。 

○水海道市街地については，水海道公民館や報徳銀行跡地，市民の広場，市庁舎敷地などの市街

地の拠点となる施設について，施設の更新や活用を検討します。また，水海道駅周辺の土地利

用更新やアクセスの向上についても検討し，必要に応じて都市計画の変更を行います。 

○石下市街地については，石下駅周辺及び石下駅中沼線の整備を推進し，駅へのアクセス強化，

交通結節機能の強化を進めます。 

○中妻市街地，豊岡市街地については，災害リスクを考慮しながら，暮らしの場としての魅力を

高めるため，空き家・空き地などの利活用促進，土地利用更新の促進に取り組みます。 

○きぬの里市街地については，計画的に整備された市街地環境の維持を図り，暮らしの場として

の機能を維持するとともに，立地適正化計画に基づく都市機能の誘導を促進します。 

○アグリサイエンスバレー地区については，広域性のある機能を有する市街地として，民間事業

者と連携した都市機能の充実，魅力向上を継続します。 

○既成市街地のうち，駅周辺のエリアについては，交通結節機能や交流機能，賑わい創出のため

の機能導入について検討します。 

 

 

２．市街化調整区域における土地利用及び誘導の方針 

○市街化調整区域については，市街化を抑制する区域として，市街化区域周辺などにおける無秩

序な開発を抑制し，都市的土地利用と農業的土地利用との健全な調和を図ることにより，農地

や山林などの保全に努めます。 

○一方で，既存の市街化区域との連携による地域の魅力向上に資する機能の導入，産業系機能の

導入等について，農業的土地利用や集落環境の維持との調和を図りながら推進することとしま

す。 

○市街化調整区域における産業系市街地の形成においては，民間事業者の活力を活用しながら，

地区計画制度による土地利用の誘導を図ります。また，既に地区計画が決定されている地区に

ついては，操業環境の維持を図るとともに，市街化区域への編入についても検討します。 

○集落環境やコミュニティの維持を図るため，区域指定制度の活用により，移住・定住の推進，

空き家・空き地の利活用に取り組みます。 

○関東鉄道常総線各駅周辺については，交通結節点としての機能を高めるため，駅周辺の整備を

進めます。特に三妻駅については，アグリサイエンスバレー地区の最寄り駅となることから，

ＡＩを活用したアグリサイエンスバレー地区との連携や市街地形成についても検討します。 
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３．白地地域における土地利用及び誘導の方針 

○区域区分及び用途地域が指定されていない白地地域のうち，既に産業集積が進んでいる地区に

ついては，民間事業者との連携強化を図り，操業環境や周辺地区の生活環境や交通安全等の確

保に対する取り組みを強化します。 

○白地地区における開発については，農業的土地利用と調和した誘導を行います。 

〇鬼怒川ふれあい道路沿線においては，道路ネットワークを活用した土地利用を検討します。 

 

 

４．新しい市街地形成に関する方針 

○本市では，既成市街地が形成されている鬼怒川東部の大部分が浸水想定区域となっていること

から，鬼怒川西部における市街地形成について検討します。 

○鬼怒川西部地区においては，今後整備を推進する鬼怒川ふれあい道路（西幹線）沿道において

の市街地形成を推進することとし，豊岡市街地西部，大生郷工業団地周辺等における市街地形

成を検討します。 

○三妻駅周辺については，アグリサイエンスバレー地区の就業者の公共交通の利用や居住ニーズ

に対応するため，災害リスクと共生できる市街地形成について検討します。 

○南石下駅周辺については，アグリサイエンスバレー地区に近接し，宅地需要も増加しているこ

とから，適正な土地利用に向けた誘導を行います。 

 

 

５．産業系市街地形成に関する方針 

○大生郷工業団地については，定められている用途地域及び地区計画に即し，産業系機能の維持

を図るとともに，周辺地域については，鬼怒川ふれあい道路（西幹線）の整備や将来的なスマ

ートＩＣの設置可能性と連携した産業系市街地の形成を検討します。また，就業者や周辺地域

に対する生活支援機能の導入についても検討します。 

○地区計画が定められている，花島工業団地，坂手工業団地，内守谷工業団地北部地区，内守谷

工業団地については，地区計画に即し，産業系機能の維持を図るとともに，就業者や周辺地域

に対する生活支援機能の導入についても検討します。 

○大生郷工業団地，坂手工業団地，内守谷工業団地の周辺においては，民間事業者との連携によ

る産業系土地利用を推進するため，地区計画の活用や関連インフラの整備に取り組みます。 

○アグリサイエンスバレー構想によるまちづくり，新たな産業の創出を推進するため，地区周辺

において，農業の高度化や６次産業化を目指した関連産業等の集積を誘導します。 

 

６．市街地におけるＡＩまちづくりの推進 

○市街地環境づくりにおいては，現在推進している「ＡＩまちづくり」の社会実装の場として位

置づけ，ＡＩを活用した移動の円滑化を目指し，必要なインフラの更新・整備に取り組みます。  
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Ⅳ－２－３ 都市施設等に関する方針 

 

１．道路ネットワークに関する方針 

○道路ネットワークについては，基幹交通となっている自動車交通を支える基盤として，市内に

おいては，市街地や拠点の配置に対応したネットワーク形成を図るとともに，周辺自治体との

利便性を確保するネットワーク形成を目指します。 

 

（１）広域幹線道路 

○首都圏中央連絡自動車道について，４車線化を推進するとともに，４車線化後の交通量に

対応した道路ネットワークを検討します。 

○首都圏中央連絡自動車道を活用した地域づくりを強化するため，大生郷工業団地南部への

スマートインターチェンジ設置について検討します。 

○南北軸については，国道 294 号と鬼怒川ふれあい道路（西幹線）を位置づけます。鬼怒川

ふれあい道路（西幹線）については，鬼怒川西部の産業系市街地の連携とともに，災害時

等に国道 294 号を補完する道路として具体化に取り組みます。 

○鬼怒川ふれあい道路（西幹線）は，上位計画における位置づけに基づき，市内の整備推進

に取り組むとともに，関係自治体区間の整備についても協議を進めます。 

○東西軸については，国道 354 号バイパスを中心として，県道土浦境線，県道土浦坂東線，

県道つくば野田線を位置づけるとともに，広域農道（アグリロード）や主要市道により構

成します。 

 

（２）都市内幹線道路 

○都市内幹線道路は，本市における拠点を連携する道路として，南北軸（国道 294 号及び鬼

怒川ふれあい道路（西幹線）），東西軸（国道 354 号，県道土浦境線，県道土浦坂東線，県

道つくば野田線）を中心として，県道や幹線市道によるネットワークを構築します。 

○現在の国道 354 号については，都市内幹線道路としての機能を明確化し，県道谷和原筑西

線とともに，水海道市街地，豊岡市街地，中妻市街地，石下市街地を連携する軸として位

置づけ，これらの路線については，ＡＩを活用した公共交通の収容についても検討するこ

ととします。 

○市北部の東西連携を確保するための北部幹線，水海道市街地南部の東西連携を確保するた

めの坂手川又線を将来的な構想道路として位置づけます。なお，坂手川又線については，

鬼怒川ふれあい道路（西幹線）以西区間において一部事業化されていることから，坂東市

との協議を行いながら整備を推進します。 

○幹線道路としての円滑な交通処理を確保するため，交差点の集約や変更についても検討し

ます。 
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（３）都市計画道路 

○既存の都市計画道路については，「茨城県都市計画道路再検討指針」に基づき，長期未整備

路線について，整備の必要性・妥当性について検証するとともに，将来の市街地や拠点形

成を見据えた都市計画道路の必要性について検証し，適宜，都市計画決定を行います。 

○水海道市街地や石下市街地に関連する都市計画道路については，市街地内の状況や将来の

土地利用を踏まえ，都市計画道路ネットワークを検証します。 

○アグリサイエンスバレー地区や鬼怒川西部での産業系土地利用の集積に対応した道路ネ

ットワークの構築を図るため，将来的な交通量の推計を行い，必要な道路について都市計

画決定を行います。 

 

（４）道路環境 

○幹線道路については，自動車の走行性を確保しつつ，安全な道路環境の確保を目指し自転

車や歩行者の空間確保，段差の解消等を進めます。 

○道路や橋梁の維持・管理については，常総市橋梁長寿命化計画に基づき，道路管理コスト

の平準化や効率化を図ります。あわせて道路管理における情報技術の活用についても検討

します。 

○市街化区域や用途地域内の幹線道路については，沿道土地利用との調和を図りながら，自

転車や歩行者の安全性確保と利用促進，賑わい創出につながる道路環境づくりを進めます。 

○市街地内の道路については，市街地における宅地利用を促進するため，居住誘導区域を中

心として，狭隘道路の整備，側溝の改善等に取り組みます。 

 

 

２．公園・緑地に関する方針 

 

（１）公  園 

○都市公園については，常総市公園施設長寿命化計画に基づき，公園施設の維持・更新，管

理コストの平準化を図ります。 

○都市公園法の改正等により，公園の管理・運営方法も多様化していることから，都市計画

公園としての位置づけを活用しつつ，民間活力の導入や多様化するニーズに対応した機能

の導入等について検討します。 

○ＡＳＶ地区内においては，民間事業者との連携を図りながら，既に確保している公園用地

について都市公園の整備を検討します。 

○住宅地内においては，住区基幹公園や小規模公園の維持管理の適正化に取り組むとともに，

地域住民のニーズにあった公園としてのリニューアルについても検討します。 

○市街地においては，歩いて暮らせる環境づくりのために重要な施設となることから，市街

地内の拠点となる施設や道路ネットワークを考慮しながら，既存公園の活用，ポケットパ

ークの整備を検討します。 
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（２）緑  地 

○本市固有の資源である河川や湖沼沿岸の緑地については，自然環境の保全や災害との共生

を図る空間として保全・活用を図ります。 

○平地林については，不法投棄の防止に取り組むとともに，近年多くなっている太陽光パネ

ルの設置について，必要に応じて自然環境や周辺環境との調和に向けた取り組みを検討し

ます。 

○生産緑地については，所有者の意向を踏まえつつ，市街地内のオープンスペースとしての

活用を検討するとともに，必要に応じて新たな指定を含めて，適宜見直しを進めます。 

 

 

３．供給処理施設に関する方針 

 

（１）上水道 

安定的な供給を確保ため，老朽化施設の更新，耐震化の推進に取り組みます。 

（２）下水道 

①汚水排水 

令和８年度までに現在の認可区域が整備完了の見込みとなっていることから，経営計画や

需要見込みとの検証を行いながら適宜認可区域の拡大を進めるとともに，工業団地などの産

業系土地利用区域についての汚水排水施設の整備について検討します。 

②雨水排水 

短時間豪雨の頻発化に対応し，開発行為や宅地における雨水処理の適正化を図るとともに，

市街地内での内水氾濫に対する検討，流末水路の確保などの雨水排水機能の充実について，

検討を進めます。  
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Ⅳ－２－４ 都市環境に関する方針 

 

１．ＡＩ活用による新しい都市環境の創出に関する方針 

○人口減少，少子高齢化，脆弱な公共交通等の課題を有する本市の都市環境に対し，新しい価値

づけをするため，現在取り組んでいる「常総市から始めるＡＩまちづくり」を推進することと

し，既に取り組んでいるアグリサイエンスバレー地区，あすなろの里での技術実証実験の他，

次のような活用を想定します。 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全・安心な都市環境づくりに関する方針 

 〇既に構築されている防災・減災対策に基づき、常総市復興計画の基本理念である『川と向き合

い，川とともに育ち，「住みたい」を大切にする常総』を生かした防災まちづくりを進めるとと

もに、情報技術を活用した防災・減災対策に取り組みます。 

 

 （１）風水害対策 

○本市は，平成 27 年９月関東・東北豪雨による被災経験を有しています。鬼怒川東部地域の

大部分が浸水想定区域に指定されており，河川の防災・減災対策とともに，常総市地域防災

計画に基づき，リスクコミュニケーションの充実に取り組みます。 

○鬼怒川東部の市街化区域は，大部分が浸水想定区域となっていますが，既に居住や産業の場

として機能していることから，立地適正化計画に示された防災指針に基づく施策を講じます。 

○一方で，既に多くのストックが集積していること，アグリサイエンスバレー地区の整備が進

んでいること，災害想定が大規模であること等を考慮すると，一律に都市機能や居住機能の

集積を規制することは現実的でないことから，浸水想定区域内においても，災害リスクの想

定を十分に行い，都市機能や居住機能の確保についても検討することとします。 

○また，近年，多頻度化，降水量の増加がみられる中で，市街地における湛水（内水）対策も

必要になっていることから，現状の把握とともに排水機能の確保について検討します。 

 

（２）地震対策 

○地震災害については，南海トラフ地震の発生が大きなリスクとして注目されていることから，

公共施設や民間施設の耐震化を推進するとともに，地域防災計画を踏まえ，輸送路となる道

路の整備を推進します。 

 

（３）交通安全 

○高齢化が進む中で，高齢者が関係する事故も多くなっていることから，市街地や幹線道路に

おける交通安全対策に取り組みます。  

○市街地における歩いて暮らせる環境づくりへの活用 

〇区画整理地区内の基盤を生かした，生活空間での活用 

〇三妻駅，アグリサイエンスバレー地区，吉野公園周辺の連携強化への活用 

○水海道市街地，豊岡市街地，中妻市街地，石下市街地の連携への活用 
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３．インクルーシブな都市環境づくりに向けた方針 

○近年関心が高まっている，インクルーシブ社会（障がいの有無や国籍，年齢，性別などに関係

なく，違いを認め合い，共生していくことを目指す社会）の実現に向け，都市を構成する様々

な要素について，ユニバーサルデザインの導入等のハード面の取り組みをはじめ，教育や福祉

分野等との連携により，地域の交流やマイノリティへの理解などのソフト面の充実を進め，多

様性を受け入れるだけでなく，多様性を尊重し，それぞれの個性が尊重されながら共生してい

る都市づくりを目指します。 

 

４．脱炭素・循環型都市づくりに向けた方針 

○身近な自然環境の保全・活用を通じて，カーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現に向けた

取り組みの具体化を目指します。 

○持続可能な循環型都市づくりに向け，スマートシティの推進や省資源・省エネルギー化，廃棄

物の減量化，再生可能エネルギーの導入等に取り組み，次世代へとつなぐ都市づくりを目指し

ます。 

○地球温暖化の防止を推進するため，バス・鉄道などの公共交通機関の利便性の向上により，自

動車交通量の抑制に努めます。一方，自転車は環境保全の観点からも有効な交通手段であるた

め，自転車活用推進計画に基づき自転車交通の役割拡大に向けた快適な自転車通行空間の整備

に取り組みます。 

 

５. 既存ストックの利活用の方針 

 〇持続可能なまちづくりを推進するため，既存の公共施設やインフラの適正管理と長寿命化に取

り組みます。 

 ○既成市街地内においては，拠点施設としての機能を高めるため，施設の集約化などを考慮しな

がら，既存施設の利活用を検討します。 

 ○公共施設等総合管理計画に基づく面積の適正化や施設の集約化に取り組むとともに，変化し続

ける社会情勢や市民ニーズに対応しながら，人口減少や長期的な財政負担を考慮した公共施設

等の全体最適化と持続可能な行政運営を目指します。 

 

６．空き家・空き地対策に関する方針 

○空き家については，関係部署と連携しながら空き家の発生防止，管理の適正化に取り組みます。 

○市街地内への居住を誘導し，人口密度，宅地利用を維持するため，居住誘導区域においては，

都市再生整備計画の活用による都市構造の集約化と，空き家の利活用による居住促進を推進し

ます。 

○市街化調整区域においては，多様な暮らし方に対応できる空き家の利活用を促進するため，区

域指定制度の拡充，既存集落維持活性型地区計画の導入を検討します。  
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７．景観形成に関する方針 

都市的要素と農村的要素を持つ首都圏外縁の地域という環境を活用するため，都市と田園が有

するそれぞれの景観特性の活用と，これらが調和した個性ある景観創出に取り組みます。また，

貴重な自然的景観の保全と歴史的資源の保全継承により地域の付加価値を高めるシビックプラ

イドを高め，魅力ある景観の形成を図ります。 

 

 

８．川と共生する都市づくりに向けた方針 

本市は，鬼怒川，小貝川が市域を流れ，川と密接に関わりを持っていることから，関係機関と

連携し河川の防災・減災対策に取り組みつつ，河川景観や河川空間を活用した観光・交流や自然

体験の場としての活用，浸水想定区域におけるリスクコミュニケーションの充実に積極的に取り

組みます。 

 

 

  



33 

Ⅳ－２－５ 都市機能に関する方針 

 

１．生活支援機能に関する方針 

○市街化区域においては，コンパクトなまちづくりを実現するため，立地適正化計画で位置づけ

られた都市機能誘導区域への誘導施設の集約を促進します。 

○一方，市街化区域以外にも居住の場が広がっていることを考慮し，既存の集積や市街化調整区

域における地区計画や区域指定のエリアを中心に，身近な地域での生活利便性を確保するため，

地域における生活支援拠点の形成を促進します。 

 

 

２．移動円滑化の確保に関する方針 

○公共交通については，「常総市地域公共交通計画」に基づき，既存の公共交通の他，今後運行開

始を予定しているコミュニティバスにより，各交通モードの特性を生かしたネットワークを構

築します。 

○異なる交通モードの連携を確保するため，常総線各駅においては，駅前広場や自転車置き場等

の整備を進め，交通結節機能の強化を図ります。 

○公共交通とともに，ＡＩを活用したモビリティの導入を図り，人とモノの安全な移動を確保し

ます。 

○鬼怒川以西地区では，常総線各駅や市街地への利便性が不十分であることから，公共交通によ

る連携確保について検討します。 

 

表－常総市地域公共交通計画における交通手段の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）常総市地域公共交通計画      
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Ⅳ－２－６ 活力と賑わいの創出に向けたまちづくりに関する方針 

 

１．市民・事業者と行政の協働によるまちづくりの方針 

 

  都市計画や都市づくりは，行政だけで実現できるものではなく，市民の理解や事業者のノウハ

ウ・資金などが不可欠です。そのため，身近な環境整備や開発について，市民・事業者との公民

連携による取り組みを進めるとともに，都市計画提案制度の運用により市民・事業者が都市計画

に参加できる環境づくりを推進するとともに，ＡＳＶ地区などの計画的に開発された市街地につ

いては，エリアマネジメントによる地区の魅力向上に取り組みます。 

 

 

２．都市計画に関する情報発信の方針 

 

  都市計画は，都市全体だけでなく，市民の身近な環境を形成するためのルールを定めるもので

あることから，ホームページへの情報掲載，パブリックコメントの実施等により，都市計画に関

する情報の発信と市民意向の把握に努めます。 


